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1．はじめに
　文部科学省では，新しい高等学校学習指導要
領の円滑な実施に向けて，平成23年11月に「高
等学校キャリア教育の手引き」，平成24年6月に
「【高等学校版】言語活動の充実に関する指導事
例集」等，指導上参考となる資料を発行した。
　また，国立教育政策研究所では，平成24年
11月に高等学校専門教科の「評価基準の作成，
評価方法等の工夫改善のための参考資料」（以下
「参考資料」という。）について，教科「工業」
では，「評価規準に盛り込むべき事項，評価規
準の設定例及び評価に関する事例の作成科目」
を「機械工作」として，改訂を行った。
　「参考資料」は，各高等学校で新しい高等学
校学習指導要領を踏まえて，目標に準拠した評
価による観点別学習状況の評価を実施するに当
たって参考となるよう，「評価の進め方や手順
を参考にする」ことや「各教科の事例から実際
の評価方法を参考にする」といった活用方法を
想定して改訂されている。
　そこで，本稿では，平成25年4月から年次進
行で実施される新しい高等学校学習指導要領の
もとでの観点別学習状況の評価について，参考
資料の概要について述べることとする。

2.新しい高等学校学習指導要領を踏まえた
高等学校における学習評価についての基
本的な考え方

　学習評価の基本的な考え方は，平成22年3月

24日に，中央教育審議会初等中等教育分科会
教育課程部会報告「児童生徒の学習指導の在り
方について（報告）」（以下「報告」という。）に
おいて，以下のように示されている。
　小・中学校の学習評価では，下図からもわか
るとおり，観点別学習状況の評価の着実な浸透
が見られる。

　高等学校の学習評価では，観点別学習状況の
評価の趣旨を踏まえた学習評価を行い，授業の
改善につなげるよう努力している学校がある一
方で，ペーパーテストを中心として，いわゆる
平常点を加味した，成績付けのための評価にと
どまっている学校もあるとの指摘がある。
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　高等学校においても，指導と評価の一体化を
図ることにより，生徒一人一人に学習内容の確
実な定着を図り，授業の改善に寄与するという
学習評価の重要性は同様であり，学習評価の前
提となる指導と評価の計画や，観点に対応した
生徒一人一人の学習状況を生徒や保護者に適切
に伝えていくなど，学習評価の一層の改善が求
められている。

ける指導要録の作成に当たっての配慮事項等を
示した。
　「改善通知」の主な内容は次のとおりである。

　高等学校においても，学校教育法や新しい高
等学校学習指導要領を踏まえ，基礎的・基本的
な知識・技能に加え，思考力・判断力・表現力
等，主体的に学習に取り組む態度に関する観点
についても評価を行うなど，観点別学習状況の
評価の実施を推進する必要がある。したがって，
学校が地域や生徒の実態を踏まえて設定した観
点別学習状況の評価規準や評価方法等を明示す
るとともに，それらに基づき学校において適切
な評価を行うことなど，高等学校教育の質の保
証を図ることが求められている。

3．学習評価の改善に関する基本的な考え
方について

　文部科学省は，前述の「報告」を踏まえ，文
部科学省初等中等教育局長通知「小学校，中学
校，高等学校及び特別支援学校等における児童
生徒の学習評価及び指導要録の改善等につい
て」（以下「改善通知」という。）を発出（平成
22年5月11日付）し，各設置者による指導要
録の様式の決定や各学校における指導要録の作
成の参考となるよう，学習評価を行うに当たっ
ての配慮事項，各教科・科目等の学習の記録な
ど各欄の記入方法を示すとともに，各学校にお

　新しい高等学校学習指導要領を踏また観点別
学習状況の評価については，以下のように評価
の観点を整理し，各教科等の特性に応じて観点
を示している。

　「改善通知」に示された評価の観点の趣旨に
ついては，以下のように整理されている。

　学習評価を通じて，学習指導の在り方を見
直すことや個に応じた指導の充実を図るこ
と，学校における教育活動を組織として改善
することが重要であり，新しい学習指導要領
の下での学習評価の改善を図っていくために
は以下の基本的な考え方に沿って学習評価を
行うことが必要である。
①　きめの細かな指導の充実や児童生徒一人
一人の学習の確実な定着を図るため，学習
指導要領に示す目標に照らしてその実現状
況を評価する，目標に準拠した評価を引き
続き着実に実施すること。

②　新しい学習指導要領の趣旨や改善事項等
を学習評価において適切に反映すること。

③　学校や設置者の創意工夫を一層生かすこ
と。

①　「関心・意欲・態度」の観点は，これま
でと同様，各教科の学習に即した関心や意
欲，学習への態度等を対象としたものであ
り，その趣旨に変更はない。

②　「思考・判断・表現」の観点のうち「表現」
については，基礎的・基本的な知識・技能
を活用しつつ，各教科の内容に即して考え
たり，判断したりしたことを，児童生徒の
説明・論述・討論などの言語活動等を通じ
て評価することを意味している。
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　学習指導要領を踏まえ，工業科の特性に応じ
た評価の観点及びその趣旨を表に示す。

　専門教科の学習評価については，きめの細か
い学習指導の充実と生徒一人一人の学習内容の
確実な定着を図るため，知識や技能のみの評価
など一部の観点に偏した評価が行われることの
ないように，「関心・意欲・態度」，「思考・判断・
表現」，「技能」及び「知識・理解」といった観
点別に評価を行い，これらを十分踏まえながら
評定を行う必要がある。
　また，専門教科の各教科・科目では，実験や

実習を重視していることから，ペーパーテスト
を中心としていわゆる平常点を加味した，成績
付けのための評価ではなく，実験や実習の学習
状況についても十分踏まえた上で評価を行う必
要がある。そして，その結果を授業改善や個に
応じた指導の充実，指導計画等の改善につなげ
ていくことが重要である。
　現在，高等学校には多様な特性をもった生徒
がおり，進路希望や興味・関心が多様化する中，
全ての生徒に確かな学力を身に付けさせるため
には，適切な目標を設定して日々指導を工夫す
るとともに，生徒の実現状況を確実に把握して，
その後の指導に生かすことが必要である。
　例えば，実現状況があまり良好でない生徒に
は，知識や技能を身に付けさせることを重視し
つつ，適宜生徒の興味を引く課題を提示して知
識や技能を活用する指導が考えられる。一方，
実現状況が良好な生徒には，はじめに課題を提
示してそれを解決する中で知識や技能を身に付
けさせる指導が考えられる。生徒の実現状況に
基づいた指導の工夫を行うには，生徒の実現状
況を目標に照らして分析的に捉えることが必要
であり，それには，目標に準拠した評価により，
観点別学習状況の評価を行うことが適している。
　各学校においては，「参考資料」の「評価規
準の設定例」を参考に，単元の学習のねらい，
教材，学習活動などに応じて，適切に評価規準
を設定するため，各単元の指導と評価の計画を
次のように進め，工業科に学ぶ生徒を生かした
評価につなげていただきたい。

（「改善通知」から抜粋。下線部は現行からの改訂部。筆者加筆）

　　つまり「表現」とは，これまでの「技能・
表現」で評価されていた「表現」ではなく，
思考・判断した過程や結果を言語活動等を
通じて児童生徒がどのように表出している
かを内容としている。
③　「技能」の観点では，従前の「技能・表現」
が対象としていた内容を引き継ぐことにな
る。これまで「技能・表現」については，
例えば地理歴史科では資料から情報を収
集・選択して，読み取ったりする「技能」と，
それらを用いて図表や作品などにまとめた
りする際の「表現」とをまとめて「技能・
表現」として評価してきた。
　　今回の改訂で設定された「技能」につい
ては，これまで「技能・表現」として評価
されていた「表現」をも含む観点として設
定されることとなった。
④　「知識・理解」の観点は，これまでと同様，
各教科において習得した知識や重要な概念
を理解しているかどうかを内容としたもの
であり，その趣旨に変更はない。
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　また，目標に準拠した評価を行うために作成
された評価規準を通して，生徒は学習のめあて
や学習の重点を明確に知ることができる。
　そして，学習後の教師からの評価によって，
今後どのような点に注意して学習すべきかを考
えることにもなり，生徒の学習状況を改善する
ことにもつながると思われる。
　これまでの評価は「評定をして終わり」の印
象が強いものであったが，目標に準拠した評価
を行うことから，観点別学習状況の評価を行う
ことは生徒一人一人の実現状況を確実に把握す
ることが前提であり，それゆえ生徒一人一人の
進歩したところや他と比べて優れたところなど
を把握することが重視される。例えば，「グル
ープ学習で課題を解決する際，創造的な考えを
積極的に発言し，課題の解決に大いに役立って
いる。」ことなどを，適宜生徒に伝えることで
学習意欲を向上させることにつなげられる。
　目標に準拠した評価を着実に実施するために
は，各教科・科目の目標だけでなく，内容項目
レベルの学習指導のねらいが明確になっている
こと，学習指導のねらいが生徒の学習状況とし
て実現されたということはどのような状態にな
っているかが具体的に想定されていることが必
要である。
　各学校において，観点別学習状況の評価を行
うために評価規準を設定することは，生徒の学
習状況を判断する際の目安が明らかになり，指
導と評価を着実に実施することにつながる。
　また，観点別学習状況の評価の工夫改善を進
めるに当たっては，評価をその後の学習指導の
改善に生かすとともに，学校における教育活動
全体の改善に結び付けることが重要である。そ
の際，学習指導の過程や学習の結果を継続的，
総合的に把握することが必要である。
　そのためには，評価規準を適切に設定すると
ともに，評価方法の工夫改善を進めること，評
価結果について教師同士で検討すること，実践

事例を着実に継承していくこと，授業研究等を
通じ教師一人一人の力量の向上を図ること等，
校長のリーダーシップの下で，学校として組織
的・計画的に取り組むことが必要である。
　続いて実際に評価を行うに際しての方法はど
のようにしたらよいか，その工夫・改善はどの
ように進めたらよいかについて述べたい。
　工業科の観点別学習状況の評価では，各科目
の学習活動の特徴，評価の観点や評価規準，評
価の場面や生徒の発達段階に応じて，学習活動
の観察，生徒との対話，ノート，ワークシート，
作品，レポート，ペーパーテストなどの様々な
評価方法の中から，生徒の学習状況を的確に評
価できる方法を選択していくことが必要である。
　工業科においては，生徒の学習状況を適切に
評価するため，観点ごとの評価方法については
以下の点に留意してほしい。
○「関心・意欲・態度」の評価方法
　学習活動の観察だけではなく，確認プリント
やワークシートなどの記述内容を工夫，活用す
ることにより，生徒の取組状況を多面的に評価
する。
○「思考・判断・表現」の評価方法
　言語活動の充実を図り，思考・判断した過程
や結果を適切に説明するなど表現しているかに
ついて評価する。
○「技能」の評価方法
　工作機械や機器が使用できるなどの職業的な
技能だけではなく，課題に対する計算，測定し
た値を基にしたグラフの作成，資料から情報を
収集・選択して図表にまとめるなどの技能につ
いても評価する。
○「知識・理解」の評価方法
　ペーパーテストの結果だけではなく，確認プ
リントやワークシートの記述内容を工夫，活用
することにより，生徒の実現状況を多面的に評
価する。
　各学校では，「参考資料」を参考として，実
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　以下に，「参考資料」から，単元名「主な工
作法（切削加工）」のうち，小単元「3　切削
工具と工作機械」について，「指導と評価の計
画」を事例として示す。

際に取り上げる教材や学習活動等も考慮して，
評価規準を設定することが考えられる。
　以下に，参考資料から，単元名「主な工作法
（切削加工）」について，「単元の目標」，「単元
の評価規準」，「学習活動に即した評価規準（お
おむね満足できる状況）」を事例として示す。

　評価を適切に行うという点のみでいえば，で
きるだけ多様な評価を行い，多くの情報を得る
ことが重要ではあるが，評価をすることにより
評価に追われてしまえば，十分に指導ができな
くなるおそれがある。
　１単位時間の中で４つの観点全てについて評
価を行わなければならないといったことではな
く，その時間の目標，学習活動に照らして，いず
れかの観点に重点をおくなど，無理なく生徒の
学習状況を的確に評価できるように評価規準を
設定し，評価方法を選択することが必要である。
　なお，ペーパーテストは，評価方法の一つと
して有効ではあるが，ペーパーテストにおいて
得られる結果が，目標に準拠した評価における
学習状況の全てを表すものではない。
　例えば，ワークシート等への記述内容は，「知
識・理解」の評価だけでなく，「関心・意欲・
態度」，「思考・判断・表現」，「技能」の評価に
も活用することが可能であり，生徒の資質や能
力を多面的に把握できるように工夫し，活用す
るようにしていただきたい。
　以下に，「参考資料」から，ワークシートを
事例として示す。

　「報告」では，評価時期に関して以下の2点
が掲載されている。

・授業改善のための評価は日常的に行われる
ことが重要である。一方で，指導後の生徒の
状況を記録するための評価を行う際には，単
元等のある程度長い区切りの中で適切に設定
した時期において「おおむね満足できる」状
況等にあるかどうかを評価することが求めら
れる。
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　各学校で年間指導計画を検討する際，それぞ
れの単元（題材）において，観点別学習状況の
評価に係る最適の時期や方法を観点ごとに整理
することが重要となる。このことから，評価す
べき点を見落としていないか，必要以上に評価
の機会を設けて評価資料の収集・分析に多大な
時間を要することになっていないかを確認して，
各学校において効果的・効率的な学習評価を行
うことにつながるものとなる。
　さらに，各学校においては，評価が学期末な
どに偏ることのないよう，評価の時期を工夫し
たり，学習の過程における評価を一層重視した
りするなど，評価の場面についても工夫するこ
とにもつなげられる。
　「参考資料」では，各時限ごとに学習活動に
即した評価規準について「十分満足できる」状
況と判断されるものを（A），「おおむね満足で
きる」状況と判断されるものを（B），「努力を
要する」状況と判断されるものを（C）として
3段階で評価を行い，単元が終了した段階で観
点別に評価の総括を行った事例を示している。

　例えば，ある生徒の各評価が，次の表のとお
りの場合，評価の総括の考え方に基づいて総括
した結果，「参考資料」における生徒の観点別
評価の総括は次のとおりとなる。

　この他にも，観点別学習状況の評価の総括に
ついては様々な考え方や方法がある。
　各学校においては，校内で評価の総括につい
ても共通理解を図り，生徒の実態，科目の特性，
学習活動等を踏まえて，総括の場面や方法を工
夫することが大切である。
4．むすびとして
　観点別学習状況の評価を推進するに当たって
は，指導の目標及び内容と対応した形で評価規
準を設定することや評価方法を工夫する必要が
ある。
　特に，評価方法を検討する際には，評価の観
点で示される資質や能力等を評価するのにふさ
わしい方法を選択するために，評価方法を評価
規準と組み合わせて設定することが必要であ
り，評価規準と対応するように評価方法を準備
することによって，評価方法の妥当性，信頼性
等が高まるものと考えられる。
　学校全体として評価についての妥当性，信頼
性等を高めるためには，組織的・計画的に取り
組み，学校としての評価の方針，方法，体制，
評価結果などについて，教師間の共通理解を図
るための校内研究・研修の在り方を一層工夫し
ていただき，授業研究等を通じ教師一人一人の
力量の向上を図るとともに，教師が共通の認識
をもって評価に当たることができるようにする
ことが重要となる。
　文部科学省ホームページには，新しい高等学
校学習指導要領の円滑な実施が図られるよう，
新しい高等学校学習指導要領に関する最新情報
を随時提供しているので，じゅうぶんな活用を
図っていただきたい。

【参考】
・評価基準の作成、評価方法等の工夫改善のた
めの参考資料
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidousiryou.html

・「関心・意欲・態度」については，表面的な
状況のみに着目することにならないよう留意
するとともに，教科の特性や学習指導の内容
等も踏まえつつ，ある程度長い区切りの中で
適切な頻度で「おおむね満足できる」状況等
にあるかどうかを評価するなどの工夫を行う
ことも重要である。


	工業教育資料347_Part1
	工業教育資料347_Part2
	工業教育資料347_Part3
	工業教育資料347_Part4
	工業教育資料347_Part5
	工業教育資料347_Part6

